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令和２年４月３０日 

タイトル  柳井市における特別定額給付金の支給手続きについて 

目 的 
新型コロナウイルス感染症対策にかかる特別定額給付金の支給日程につい

て、お知らせします。 

日 時 
令和２年５月１日（金）マイナンバーカードによる申請から受付を開始 

（詳細は下記内容のとおり） 

主 催 柳井市（所管：政策企画課） 

内 容 

国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として実施される特別

定額給付金の柳井市の申請日程については、下記を予定しています。 

１）マイナンバーカードによるによるオンライン申請 

   受付開始：令和２年５月１日の国のシステム稼働に合わせて開始 

   用意するもの：① 世帯主のマイナンバーカード 

          ② IC カードリーダーとインターネット環境のあるパ

ソコン 又は NFC機能を搭載したスマートフォン 

③ 世帯主名義の給付金振込口座の預金通帳など 

   申請方法：マイナンバー制度の個人向けサイト「マイナポータル」か

らログインして手続き 

   支給開始：５月中旬以降に順次振込手続きを開始予定 

２）申請書による郵送申請 ※ 

   申請書の送付：令和２年５月中旬に全世帯に郵送 

   用意するもの：① 世帯主の本人確認書類（運転免許証、マイナンバー

カード、健康保険証など）のコピー 

          ② 世帯主名義の振込先口座の預金通帳（金融機関名・

口座番号・口座名義が確認できるもの）のコピー 

   申請方法：申請書類に必要事項を記入し、所定の場所に上記①と②を

貼付して、返信用封筒で柳井市役所へ返送 

支給開始：５月下旬以降に順次振込手続きを開始予定 

※申請書による郵送申請の日程については、詳細が決まり次第、随時報道発

表及びホームページなどでお知らせします。 

問い合わせ 

柳井市新型コロナウイルス感染症対策本部 

（特別定額給付金支給担当：柳井市総合政策部政策企画課） 

電話 0820－22－2111内線 470 

報道機関への連絡メモは、１７部準備し、開催日の５日前までに政策企画課広報担当へお持ちください。 

テレビ関係へ資料提供は、多量及びファクスで送信できない資料の場合、直接各局へ送付してください。 


